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近時、商務省事業開発局（以下「DBD」）は、タイ人株主が外国人投資家のために名義を貸す

いわゆるノミニースキームへの対処を目的として、外国人事業法（以下「FBA」）の執行を一層

強化しています。主な焦点は、タイ人株主による実質的な資金拠出の有無を確認することであ

り、各タイ人株主が実際に自己資金で出資金を払い込んでいるか、単なる名義人ではないかを

検証することが求められています。 
 
従来は、中央パートナーシップ・会社登記局命令第205/2555号（以下

「旧命令」）に基づき、タイ人株主の財務能力を示す銀行残高証明書

の提出のみが義務付けられていました。しかし、その確認は口座残高

が出資額以上であるかどうかにとどまり、実際に払込が行われたかま

でを検証する仕組みではなく、ノミニースキームの排除には不十分と

評価されていました。 
 
これを是正するため、DBD は実際の資金移動を検証可能とすること

を目的に、2025 年の命令第 2/2568 号（以下「命令第 2/2568 号」）及

び、非公開会社に対しノミニースキームの不実施およびタイ人株主に

よる真実の投資を証明させる 2026 年の命令第 1/2569 号（以下「命令

第 1/2569 号」）をそれぞれ発出しました。本稿では、これらを総称し

て「本命令」といいます。 
 
1 本命令による主な新ルール 
1.1 銀行取引明細書の提出義務 
旧命令および命令第 2/2568 号は、次のいずれかに該当するパートナーシップまたは非公開会社

に適用されます。 
• 外国人株主の持株比率が登録資本金の 50％未満である場合 
• 外国人株主はいないが、外国人が署名権を有する取締役として就任している場合 

 
旧命令下では、タイ人株主は新会社設立時に出資能力を証明するため、出資額以上の残高を示

す残高証明書を銀行から取得・提出する必要がありました。 
 
命令第 2/2568 号では、出資額の多寡を問わず、すべてのタイ人株主に対し、出資金払込日から

遡って 3 か月分の「銀行取引明細書」の提出を義務付けています。DBD はこの取引明細書をも

とに、タイ人株主の口座から対象会社（または取締役）へ出資額の振込が行われていることや

その原資が外国人株主やその関係者から資金提供を受けたものではないかを確認します。この

際、振込額や振込日と他の登記書類上の情報との整合性も確認の対象となり、これらの情報が

一致しない場合は登記が拒絶される可能性があります。 
 
このように命令第 2/2568 号により、確認対象が「支払能力」から「実際の出資の有無」へと変

化し、ノミニースキームの利用が一層困難になるよう設計されています。 
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1.2 実質的な出資に関する宣誓書の提出義務 
非公開会社において、タイ人署名権限者のみが登記されている状態で新たに外国人署名権限者

を登記する場合、命令第 1/2569 号は、登記手続きを行う取締役（登記書類に署名する取締役）

に対し、「実質的出資に関する宣誓書（Declaration of Genuine Investment）」の提出を義務付けて

います。この宣誓書では、自社の全てのタイ人株主が実際に自己資金で出資を行い、ノミニー

株主ではないことを宣誓しなければなりません。 
 
虚偽の宣誓を行った場合には、後述の通り当該宣誓書に署名した取締役（署名権限者）が責任

を問われる可能性があります。 
 
2 企業への影響及び推奨される対応 
本命令自体には直接の罰則規定は設けられていませんが、本命令で定められた銀行取引明細書

や宣誓書を提出しない場合、新会社設立登記や外国人署名権限者の登記申請を行うことはでき

ません。また、自社のタイ人株主がノミニーであることを認識しながら、ノミニー株主ではな

い旨を宣誓して宣誓書を提出する行為は、虚偽の宣誓と評価され得ます。この場合、刑法第137
条（公務員への虚偽陳述）および第 267 条（虚偽の内容を公文書に記載させる行為）に抵触し、

当該宣誓を行った取締役は、最長 3 年の禁錮または 6 万バーツ以下の罰金、あるいはその併科

の対象となり得ます。 
 
以上を踏まえると、新会社設立時には、タイ人株主による出資金の払込を新会社設立登記申請

前までに完了しておくことが重要です。なお、設立時点で外国人署名権限者を登記しておけば

宣誓書の提出は不要ですが、後に外国人署名権限者が退任し、取締役変更登記の結果タイ人署

名権限者のみとなった状態で、別の外国人署名権限者を再度登記する場合には、改めて宣誓書

の提出が必要となります。したがって、取締役変更を行う際にも登記の時期や人員構成を計画

的に検討することが推奨されます。 
 
3 まとめ 
命令第 2/2568 号および命令第 1/2569 号は、タイの登記制度における透明性・信頼性を高める重

要な規制強化であり、ノミニースキーム防止のための実質的支配者調査の厳格化を示すものと

して、今後の登記実務における重要な転換点となります。 
企業としては、出資金払込のタイミングや資金の流れ、裏付け資料の準備を十分に計画するこ

とで、登記申請の遅延や拒絶リスクを最小化することが期待されます。 
加えて、外国人署名権限者の就任・退任を伴う取締役変更のタイミングによっては、宣誓書提

出の負担が生じ得るため、役員構成の変更スケジュールについても、事前に慎重な検討を行う

ことが重要です。 
 
本件に関してご質問や貴社のコンプライアンス対応についてのご相談がございましたら、One 
Asia Lawyers タイ事務所までお気軽にお問い合わせください。 

以上 
〈注記〉  
本資料に関し、以下の点につきご了解ください。  
・ 本資料は2026年4月30日時点の情報に基づき作成しています。  
・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。  
・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。  
 
One Asia Lawyersタイ事務所においては、常駐日本人専門家4名を含む合計20名の体制で対応を
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行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供してお

ります。  
各種フォーマットの提供や各種動画配信（例：「タイにおける解雇のポイント（日本語、英語）」、

「タイにおける個人情報保護法のポイント（英語、タイ語、日本語）」、「タイにおける駐在員が

知っておくべきコンプライアンスのポイント（日本語）」）を行っております。  
本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 
 

◆ One Asia Lawyers ◆ 
「One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリ
ーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia 
Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法
律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガル

サービスを提供しております。  
この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legalまたは info@oneasia.legalまでお
願いします。 
なお、本ニューズレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メ

ンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見

解であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令

の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題について

は、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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